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令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

兵庫県養父市  

 

 健全化判断比率及び資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的に

平成 19 年 6 月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年度

決算時に算定し、監査委員の監査を受け、その意見を付して議会に報告するとともに、市民

の皆さんに公表することが義務付けられています。 

 

○健全化判断比率の算定結果 

 

区分 令和２年度 
参 考 早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 令和元年度 増減 

実質赤字比率 － － － 13.09％ 20.00％ 

連結実質赤字比率 － － － 18.09％ 30.00％ 

実質公債費比率 5.9％ 5.6％ 0.3 25.0％ 35.0％ 

将来負担比率 － － － 350.0％  

※実質赤字額及び連結実質赤字額、将来負担比率が生じない場合は「－」と表示しています。 

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準は、財政規模に応じて毎年度変動します。 

 

○資金不足比率の算定結果 

 

企業会計区分 令和２年度 
参 考 経営健全化 

基準 令和元年度 増減 

水道事業会計 － － － 20.0％ 

下水道事業会計 － － － 20.0％ 

※資金不足額がない場合は「－」と表示しています。 

 

 

 健全化判断比率は 4つの指標があり、それぞれの比率に応じて、「健全」「早期健全化」「財

政再生」の 3 段階に区分されます。このうち 1 つでも「早期健全化基準」を超えると「財政

健全化計画」を、さらに「財政再生基準」を超えると「財政再生計画」の策定が義務付けら

れ、早期に財政状況を是正することが求められます。 

 また、資金不足比率は公営企業会計ごとに算定し、「健全」「経営健全化」に区分され、「経

営健全化基準」を超えた場合は、「経営健全化計画」の策定が義務付けられます。 

 

健全化判断比率及び資金不足比率は、全ての指標において「健全段階」 
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○健全化判断比率等の対象となる会計 

 

区分 会計名称等      

一般会計 一般会計等

(普通会計) 

一般会計     

特別会計 

養父歯科診療所特別会計 

公営事業 

会計 

国民健康保険特別会計    

後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計 

 
公営企

業会計 

水道事業会計     

下水道事業会計 

一部事務 

組 合 等 

但馬広域行政事務組合    

南但広域行政事務組合 

公立八鹿病院組合 

兵庫県市町村職員退職手当組合 

兵庫県町議会議員公務災害補償組合 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

第三セクター・公社等 －     

 

※ 第三セクター・公社等で養父市が損失補償債務等を負っているものは、将来負担比率の算定に組み入れられ

ますが、養父市では該当ありません。 

 

○健全化判断比率の推移 

 
  ※実質赤字比率、連結実質赤字比率および将来負担比率（平成 28 年度以降）については

数値が算定されないためグラフの表示がありません。 
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福祉、教育やまちづくりなどの行政サービスを行うための一般会計等の実質的な赤字額が

市税や国から交付される地方交付税などの収入に対してどのくらいの割合になるかを示すも

のです。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。 

 

【算定方法】 

 一般会計等の実質赤字額を標準財政規模*1で除して算出します。 

 

実質赤字比率 ＝ 
△758,823 千円(一般会計等の実質赤字額) 

＝ △6.49％ 
11,674,722 千円(標準財政規模) 

※ 実質赤字額がないため、比率は負の値となります。 

 

（一般会計等の実質赤字額の算出） 

 一般会計等に該当する会計は、一般会計及び養父歯科診療所特別会計で、これらの会計

の歳入総額（入ったお金）から歳出総額（出たお金）を差し引いて、ここから、翌年度に繰

越した金額を控除した額を実質収支額といいます。この額が赤字の場合に実質赤字額とな

ります。 

(単位：千円) 

会計名称 歳入総額 歳出総額 差引 
翌年度 

繰越額 

実質 

収支額 

一般会計 24,515,040 23,686,079 828,961 70,138 758,823 

養父歯科診療所特別会計 44,963 44,963 0 0 0 

一般会計等合計 24,560,003 23,731,042 828,961 70,138 758,823 

 

一般会計等の実質赤字額 △758,823 千円 

  ※ 実質収支額が赤字でないため、負の値となります。 

 

（標準財政規模の算出） 

令和２年度における標準財政規模は、標準税収入額等に普通交付税額と臨時財政対策債

発行可能額を加えた額となります。 

標準税収入額*2 

A 

普通交付税額 

B 

臨時財政対策債*3 

発行可能額 C 

標準財政規模 

(A+B+C) 

3,230,813 千円 8,116,714 千円 327,195 千円 11,674,722 千円 

 

*１  標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる一般財源の規模を示す

ものです。 

*２  標準税収入額とは、地方公共団体における地方税の標準的な収入額をいいます。地方税の税率は、それ

ぞれの地方公共団体で設定することとなっているので、全国共通の指標とするため、標準的な税率を設定

して推計したものです。 

*３  臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方

財政法第 5 条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一

般財源の規模を示す基準財政需要額を基本に発行可能額が算定されます。地方交付税として算定されるべ

き額の一部が、臨時財政対策債の発行に振り替えられているという形であり、発行可能額の 100％が後年

度に交付税措置されます。 

  

実質赤字比率 
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全ての会計（一般会計のほか、国民健康保険などの公営事業会計や水道事業などの公営企

業会計）の実質的な赤字額が市税や国から交付される地方交付税などの収入に対してどのく

らいの割合になるかを示すものです。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表

します。 

 

【算定方法】 

全ての会計の実質的な赤字額を合算した額を標準財政規模で除して算出します。 

 

連結実質

赤字比率 
＝ 

△2,406,087 千円(連結実質赤字額) 
＝ △20.60％ 

11,674,722 千円(標準財政規模) 

※ 連結実質赤字額がないため、比率は負の値となります。 

 

（連結実質赤字額の算出） 

                                     （単位：千円） 

企業会計以外の会計 
歳入総額 

A 

歳出総額 

B 

（A-B） 

D 

翌年度 

繰越額 E 

実質収支額 

(D-E) 

一般会計等 24,560,003 23,731,042 828,961 70,138 758,823 

企業会計以外の公営事業会計 7,623,485 7,465,570 157,915 0 157,915 

 

国民健康保険特別会計 3,215,018 3,158,645 56,373 0 56,373 

後期高齢者医療特別会計 430,537 423,339 7,198 0 7,198 

介護保険特別会計 3,977,930 3,883,586 94,344 0 94,344 

 

企業会計 

(法適用企業) 

流動資産等 

A 

流動負債等 

B 

建設改良費以外の

ための地方債残高 

C 

 

資金不足・

剰余額 

(A-B-C) 

水道事業会計 1,552,256 215,633 0  1,336,623 

下水道事業会計 261,117 108,391 0  152,726 

企業会計合計 － － － － 1,489,349 

 

連結実質赤字額 △2,406,087 千円 

  ※ 連結実質赤字額が赤字でないため、負の値となります。  

連結実質赤字比率 
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市全体の借金の返済額等（一般会計等の借入金の返済額だけでなく、水道事業や下水道事

業などの公営企業会計への繰出金などを含めた額）が市税や国から交付される地方交付税な

どの収入に対してどのくらいの割合になるかを示すものです。数値が大きいほど財政の硬直

化が進んでいることを表します。 

 

【算定方法】 

全ての会計及び一部事務組合等の借入金やそれに類するものの返済額のうち一般会計等で

負担すべき額（元利償還金等*4）から、これらの返済に係る特定財源*5や普通交付税に算入さ

れる償還財源を控除*6 した額を標準財政規模から普通交付税に算入される償還財源を控除し

た額で除して、会計年度以前 3年間の平均値で算出します。 

 

実質公債費比率 

(3 カ年平均) 
＝ 

元利償還金等－特定財源－普通交付税に算入される償還財源  

標準財政規模－普通交付税に算入される償還財源  

 

（実質公債費比率の算出） 

                                （単位：千円、％） 

 
元利償還金等 

A 

特定財源 

B 

普通交付税に算入さ

れる償還財源 

C 

(A-B-C) 

Ⅰ 

平成 30 年度 3,656,912 29,009 3,247,597 380,306 

令和元年度 3,573,492 32,724 3,039,873 500,895 

令和２年度 3,493,312 44,639 2,788,837 659,836 

  

 

標準財政規模 

D 

普通交付税に算入さ

れる償還財源 

E 

(D-E) 

Ⅱ 

単年度 

実質公債費比率 

Ⅰ/Ⅱ 

実質公債費比率 

3 カ年平均 

11,677,231 3,247,597 8,429,634 4.51154 

5.9％ 11,570,097 3,039,873 8,530,224 5.87200 

11,674,722 2,788,837 8,885,885 7.42566 

 

*４  元利償還金等には、一般会計等の借入金に係る返済額のほか特別会計や一部事務組合の借入金の返済額

のうち一般会計等で負担する額及び借入金に準ずるものの返済額が算入されます。 

*５  特定財源とは、公営住宅使用料など、借金の返済に充てることのできる使用料等を言います。 

*６  標準財政規模には普通交付税が含まれており、その普通交付税には借入金の償還財源が算入されている

ため、これを控除します。 

 

 

  

実質公債費比率 



 
6  

 

 

市全体の借入金や職員の退職金など将来負担すべき実質的な負債（将来負担額*7）が市税や

国から交付される地方交付税などの標準的な年間収入（標準財政規模）の何倍あるかを指標

化するものです。数値が大きいほど将来、財政を圧迫する可能性が高いことを表します。 

 

【算定方法】 

将来負担額から支払いに充てることのできる基金等（充当可能財源等*8）を控除して、標準

財政規模（普通交付税に算入される償還財源の控除後）で除して算出します。 

 

将来負担比率 ＝ 

△3,388,904 千円 

(将来負担額－充当可能財源等) 
＝ △38.1％ 

8,885,885 千円 
(標準財政規模－普通交付税に算入される償還財源) 

  ※ 将来負担比率が生じないため、比率は負の値となります。 

 

（将来負担額の算出） 

 養父市の全ての会計及び一部事務組合等が対象となります。 

将来負担額（千円） 

地方債の残高等 組合等負担見込額 退職手当負担見込額 その他*9 合計 

25,404,203 4,561,662 2,537,299 0 32,503,164 

 

 （充当可能財源等の算出） 

充当可能財源等（千円） 

充当可能基金残高 
充当可能特定歳入

見込額 

普通交付税に算入

される償還財源 
合計 

12,671,269 135,244 23,085,555 35,892,068 

 

 （将来負担額－充当可能財源等の算出） 

将来負担額－充当可能財源等 △3,388,904 千円 

 

 （標準財政規模－普通交付税に算入される償還財源の算出） 

標準財政規模 
普通交付税に算入される 

償還財源（1年間分） 

標準財政規模－普通交付税

に算入される償還財源 

11,674,722 千円 2,788,837 千円 8,885,885 千円 

 

*７  将来負担額には、市の全ての会計及び一部事務組合の借入金残高のうち一般会計等で負担すべき額や退

職金の負担見込み額などが算入されます。 

*８  充当可能財源等には、返済に充てることのできる基金や使用料等の見込額及び借入金残高に係る普通交

付税に算入される償還財源見込額が算入されます。 

*９  その他には、第三セクター等の負債に係る負担見込額や連結実質赤字額及び組合等の連結実質赤字額負

担見込額が算入されますが、養父市では該当ありません。 

 

 

 

 

将来負担比率 
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 公営企業会計（能率的な経営や独立採算制を確立するため設置した特別会計）の経営健全

化を判断する指標で、資金不足額（一般会計等の実質赤字額に相当する額）が営業収益等に

占める割合を示すものです。数値が大きいほど経営状況が深刻化していることを表します。 

 

【算定方法】 

 企業会計ごとに資金不足額をそれぞれの事業規模で除して算出します。 
 

資金不足比率 

（企業会計ごと） 
＝ 

資金不足額 
 

事業規模(営業収益－受託工事収益) 

 

（資金不足比率の算出） 

               （単位：千円、％） 

企業会計区分 
資金不足額*10 

Ⅰ 

事業規模 
資金不足比率 

Ⅰ/Ⅱ 
(A-B) 

Ⅱ 

営業収益 

A 

受託工事

収益 B 

水道事業会計 △1,336,623 420,697 420,697 0 － 

下水道事業会計 △152,726 377,267 377,267 0 － 

 
*10   資金不足額の算出方法は、連結実質赤字額の算出方法と同じです。 

 

資金不足比率 


